
掲示番号　関東・甲信越2

見積書提出留意事項（総価）

　見積書を提出する際には、下記の項目について遵守して頂きますようお願いいたします。

○見積書の様式
　日本年金機構ホームページに掲載される見積書の様式を使用してください。
　※掲載場所：日本年金機構ホームページ＞日本年金機構について＞調達情報＞全国の調達情報＞見積
　依頼のお知らせ＞「見積書提出方法の変更について」
　記入欄は全て記入し、記入漏れがないようにしてください。
　自社の様式を使用した場合は有効な見積書となりませんのでご注意ください。
　（こちらから再提出依頼の連絡をおこないます。）

○見積額
　計算した結果、１円未満の端数は切り捨ててください。（消費税額も含む。）
　見積額は消費税込(税率10%)の金額をご記入ください。（うち消費税の金額は必ず明記してください。）

○見積書の宛先

　「日本年金機構　理事長代理人 厚生年金保険部長」宛にしてください。(見積公告別紙宛先参照)

○見積書の提出方法
　ファクシミリによる提出とします。
　なお、郵送、信書便、電報、電話その他による提出は認めません。
　・見積書をご提出いただく際に、見積書等に必要記入事項が記入されていることを
　　確認の上、ファクシミリ番号０３－６８９２－０７７１あてに、送信願います。
　※番号誤りが多くなっております。「０（ゼロ）」発信のファクシミリ機でお送りいただく場合は、
　　０（ゼロ）を押してからファクシミリ番号を押していただくようお願いします。
　　（「０（ゼロ）」を押し忘れますと、別の番号に送信される恐れがあります。）

○用紙供給証明書
　見積書とあわせて「用紙供給証明書」を提出してください。

○注意事項
　・天災地変等やむをえない理由による場合を除き、決定後の辞退は認められません。
　　決定後に辞退した場合、同じ決定日の調達案件について、すべて辞退申出したこととみなします。
　　また、原則として後日、当機構から競争参加資格停止等の処分が行われます。
　・辞退が原因で当機構に損害が発生した場合は、損害賠償を請求することがあります。

○見積書提出期限　令和８年５月１２日（火）午前１１時まで（必着）

　見積書の提出期限時点で未着の場合、その責任は見積者に属するものとし、期限内の提出がなかった
　ものとみなします。

○決定日　　令和８年５月１４日（木）午後

　結果は、選定した事業者に対してのみ、原則ファクシミリにて連絡します。
　また、日本年金機構ホームページ及び本部掲示板にて結果を掲示しますのでご確認ください。

○見積書及び積算内訳書の郵送（契約事業者のみ）
　契約事業者は、契約締結から1週間以内に見積書と積算内訳書の原本を調達管理部契約グループに郵送
　してください。
　積算内訳書は、任意の様式により見積金額の内訳が分かるものとしてください。
　（納品物ごとの金額や諸経費の金額等がわかるもの）

○照会先
　見積書提出に関すること　：調達管理部契約グループ　榎本・田村（TEL：03-6892-0722）
　仕様書の内容に関すること：仕様書に記載の所管部署



別　添

令和　　年　　月　　日

用紙供給証明書

日本年金機構本部　調達管理部長　殿

　下記のとおり、当該業務の仕様に適合した用紙の供給については、必要な数量を速やか
に供給する旨、用紙供給業者より了承を得ていることを証明いたします。

記

（案件名）　 　 リーフレット「算定基礎届の提出について」の作成

　      　　　　 

（グリーン購入法への適合）　□　適合する　　□　適合しない（代替用紙使用の理由を記載）

（代替用紙使用の理由）　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

（用　紙　の　紙　質）　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

（用　紙　の　名　称）　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

　所　　在　　地

　法人名又は商号

　代　表　者　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

※グリーン購入法への適合について、いずれかを選択すること。
　また、適合しない場合は、代替用紙使用の理由を記載すること。



仕様書【印刷物の作成】 

件 名 リーフレット「算定基礎届の提出について」

紙 質 
上質紙 A 判 44.5 ㎏ 

※ グリーン購入法に適合するものであること（入手が困難な場合を除く）。 

用紙地色 白色 

刷 色 片面刷：表 4 色（墨、赤、青、黄） 

サ イ ズ A６（105mm×148mm） 

製 本 折加工：無し 

梱 包 

・100 枚ごとに帯封し、1,000 枚ごとにクラフト紙で梱包すること。

※ 梱包した外側２側面に印刷物の名称、送付先名称、数量、製造年月及び

製造業者名を印刷（記載）するか、シールを貼付して表示すること。

※ 使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであるこ

と（生産されていない場合は除く）。

※ 梱包単位に満たない端数が有る場合については、その端数を１梱包とし

て梱包すること。

数 量 315,700 枚（詳細は別紙１のとおり） 

納 期 令和８年８月７日納品 

納入場所 全国６カ所（詳細は別紙１のとおり） 

そ の 他 

・印刷内容は、別紙２を参照すること。

・原稿訂正及び印字テスト等、日本年金機構が別途指示する場合を除き、レ

イアウト（フォント、罫線のサイズ及び改行位置等）は原稿のとおりとす

ること。 

・確定原稿は、契約締結後 3 営業日以内に（ＰＤＦ、ワード、エクセル又は

パワーポイント形式）または紙媒体で提供する。原則として、機構が提供

した電子データを使用して版下を作成すること。また、版下はテキストデ

ータを識別できるＰＤＦファイルによって納品すること。

・校正時の原稿については、互いに電子媒体（セキュアUSB メモリまたは

ＣＤ－Ｒ）により送付する。

・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。

・金額の積算にあたっては、本仕様書の内容に係る全ての経費（校正原稿

作成、納品費用等）を見込むこと。

・帳票等の最終頁右下隅に、次の①から③までの事項を番号化した 11 ケタ

の帳票管理番号を記載する。（原則として、フォントはＭＳゴシック又はＭ

Ｓ明朝６ポイント（A4 の場合）とするが、帳票等のデザイン、レイアウ

ト等により適宜調整する。）

① 作成年月（西暦年下 2 ケタ＋月２ケタ）



② 担当部署番号（4 ケタ）

③ 通番（３ケタ）

（帳票管理番号は業者決定後別途提供をする。） 

・色校を出すこと。

・作成した版下は、校了連絡後2営業日以内に、テキストデータを識別可能

なＰＤＦ形式（トンボ有及びトンボ無のデータ）で収録したセキュア

USB メモリ、ＣＤ－Ｒにて、下記校正担当者に納品すること。データの

ファイル名は「帳票番号_帳票名称_〇〇版_ＹＹＹＹＭＭＤＤ」とする。

アルファベットと数字は半角とする。（例：リーフレット「算定基礎届の

提出について」_校正版_20260501） 

・納品前に、納品数、製品の棄損、破損及び汚損や印刷ズレ等がないことを

十分に品質検査及び数量検査したうえで、指定場所へ納品すること。なお、

検査の結果について証跡を求める場合がある。

・納品時に、製品サンプル５０枚を下記校正担当に納品すること。

・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記校正担当に行

うこと。

・仕様書に疑義が生じた場合は、令和８年４月２３日（木）１２時まで

に、下記校正担当までＦＡＸにて提出すること。回答は、令和８年４月

２８日（火）中に日本年金機構ホームページに、疑義及びその回答を掲

載する。

校正担当 

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3 丁目 5 番 24 号 

日本年金機構厚生年金保険部厚生年金保険業務 G 

電話番号：03-5344-1100（内線：3332） FAX：03-6892-0758

担当：出口、吉畠 



別紙１

納品先及び納品数一覧

郵便番号 所在地 名称
1 980-8461 宮城県仙台市青葉区中央 仙台広域事務センター 25,700

2 330-8530 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 埼玉広域事務センター 38,000

3 135-8071 東京都江東区有明 東京広域事務センター 96,700

4 460-8565 愛知県名古屋市中区錦 名古屋広域事務センター 54,800

5 541-8533 大阪府大阪市中央区久太郎町 大阪広域事務センター 49,200

6 812-8579 福岡県福岡市博多区榎田 福岡広域事務センター 51,300

315,700

※納品先の正確な住所は、契約締結後速やかに連絡する。

合計

項番
納品先 納品数

（枚）

※梱包した外側２側面に印刷物の名称、送付先名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷
（記載）するか、シールを貼付して表示すること。



「算定基礎届」は、原則として今後１年間（９月１日～翌年８月３１日）の保険給
付金の決定および保険料額の計算の基礎となる標準報酬月額を決定するための大切
な届書です。
この届書の内容は、将来受け取る年金額の基礎にもなります。

提出対象者
７月１日現在のすべての被保険者および７０歳以上被用者が対象です。
※７月随時改定対象者、８月、９月の随時改定が予定されている旨の申出を行った
対象者は提出不要です。

提出方法
電子申請または郵送でご提出ください。
※「算定基礎届」の様式や記入方法は、日本年金機構ホームページ（https://www.

nenkin.go.jp/）をご覧ください。
提出先
郵送の場合は、事務センターまたは管轄の年金事務所にご提出ください。
お問い合わせ先
事業所の所在地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。

2409 1017 002

別紙２




